
菊川水系における外来種の対策 ～オオキンケイギク～

　　　　H23  春確認

凡　例

堤防除草の際、菊川水系において特定外来植
物オオキンケイギクが発見されました。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律」及び「オオキンケイギク等の
防除に関する件」の公示に基づき、防除をしまし
た。

オオキンケイギク繁茂箇所位置図

オオキンケイギク



看板を設置（作業7日以上前）し、防除実施の周
知をする

作業を行うものへ防除従事者証を交付

・除草作業の実施

種子等拡散防止のため、ビニール袋に
いれ運搬

防除実施の周知が済み、

防除従事者証を携帯し・・・

焼却処分しました

菊川水系における外来種の対策 ～オオキンケイギク～

工事名 ○○○

会社名 ○○ 氏　名 ○○

外来生物の名称　： オオキンケイギク

平成23年 5月 23日

国土交通省浜松河川国道事務所長

特定外来生物防除実施者証

　上記のものは特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
第１１条第２項に基づく防除実施者であることを証す。

国部整浜河管 第 ○○号

・焼却するため、刈草を乾燥

種子等拡散防止のため、ビニールシー
トをひいた上に刈草を置く


